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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２８年１２月１日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突（定置網） 

発生日時 平成２８年７月３１日 １７時５０分ごろ 

発生場所 滋賀県大津
お お つ

市今
いま

堅田
か た た

の真野
ま の

浜
はま

東方沖（琵琶湖南西部） 

 今堅田四等三角点から真方位０２９°１,２５０ｍ付近 

 （概位 北緯３５°０７.８′ 東経１３５°５５.９′） 

事故の概要 プレジャーボートレボリューション４２は、南進中、定置網に衝突

した。 

レボリューション４２は、船長が落水して死亡し、船首部両舷外板

に擦過傷を生じ、定置網はロープ等が破損した。 

事故調査の経過  平成２８年８月１日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。  

 原因関係者からの意見聴取は、本人が本事故で死亡したため、行わ

なかった。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

プレジャーボート レボリューション４２、５トン未満 

 ２５０－３３８８５滋賀、個人所有 

 １１.４４ｍ（Lr）×２.２５ｍ×１.６２ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関２基、合計５８８.４kＷ、平成７年９月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ５１歳 

 二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士 

  免許登録日 平成元年１１月１５日 

  免許証交付日 平成２６年７月１７日 

         （平成３１年１２月２１日まで有効） 

 死傷者等 死亡 １人（船長） 

 損傷 本船 船首部両舷外板に擦過傷 

定置網 ロープ、パイプ等の破損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、視界 良好 

本事故現場の北方約１１kmに位置する南小松地域気象観測所の本事

故当日の観測値は、次のとおりであった。 

１７時４０分 風向 西北西、風速 約２.０m/s 

１７時５０分 風向 西北西、風速 約２.２m/s 

１８時００分 風向 西、風速 約２.２m/s 

水象：波高 約０.３ｍ 
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 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、知人１人（以下「同乗者」とい

う。）を乗せ、琵琶湖の南西部にある水泳場を出発し、船長が操縦席

の背もたれの上に腰を掛けて操縦し、大津市雄
お

琴
ごと

にあるマリーナに向

けて南進中、平成２８年７月３１日１７時５０分ごろ真野浜の東方７

００ｍ付近にある定置網（以下「本件定置網」という。）に衝突し

た。 

同乗者は、船長が衝突の衝撃で操縦席から後方へ飛ばされて落水し

たので携帯電話で警察に通報して救助を求めた。 

同乗者は、けが等がなく、来援した水上警察の警備艇に救助され

た。 

船長は、関係機関による捜索が行われ、８月１日０７時３２分ごろ

本件定置網内の水中で発見されたものの、死亡が確認され、溺死と検

案された。 

（付図１ 事故発生場所概略図 参照） 

 その他の事項 

 

 同乗者は、操縦席の左隣の椅子に腰を掛けていたところ、衝突直前

に本船の速力が急に落ちたので、船長が本件定置網に気が付いて速力

を落としたのではないかと思った。 

本件定置網は、陸岸から約２００ｍ沖合の地点から北東方向に約５

００ｍの道網が延び、その先端部に魚を捕らえる周囲の長さが約４０

０ｍの細長い菱形に張られた網が北西から南東方向にあり、囲いの中

には、直径約５０mmのプラスチック製のパイプを水面上約２～３ｍ出

るように約１～２ｍ間隔で湖底に打たれ、直径約１４mm等のロープで

相互に保持して網をロープに取り付けられているものであった。 

本件定置網は、本事故後、菱形の網の北西端から中央付近までのロ

ープ、パイプ等が破損していた。 

 船長及び同乗者は、救命胴衣を着用していなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

不明 

不明 

なし 

 本船は、真野浜東方沖をマリーナに戻ろうと南進中、本件定置網に

衝突したものと考えられる。 

本船は、直径約５０mmのプラスチック製パイプが水面上約２～３ｍ

出るように約１～２ｍ間隔で設置された本件定置網に衝突しているこ

と、及び衝突直前に減速していることから、船長が見張りを適切に行

っていなかった可能性があると考えられるが、船長が本事故で死亡し

たことから、見張りの状況を明らかにすることはできなかった。 

 船長は、溺死した。 

船長は、本船が本件定置網に衝突した際に落水し、溺死したものと

考えられるが、落水及び溺死に至る状況を明らかにすることはできな
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かった。 

原因  本事故は、本船が、真野浜東方沖をマリーナに戻ろうと南進中、本

件定置網に衝突したことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

・常時適切な見張りを行うこと。 

・小型船舶の暴露甲板に乗船している場合は、乗船者は救命胴衣を

着用することが望ましい。 
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付図１ 事故発生場所概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（国土地理院 ２万５千分の１地形図使用） 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事故発生場所 
（平成２８年７月３１日 
１７時５０分ごろ発生） 

大阪府 

滋賀県
大津市 

琵琶湖 

京都府
京都市 

今堅田四等三角点 

０ 

 

５００m 

 

京都府
舞鶴市
舞鶴港 

 

本件定置網 


